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告 示

高知県告示第775号

くろまぐろ（30キログラム未満の小型魚に限る。以下同じ。）

の漁船漁業（養殖用種苗を除く。以下同じ。）による採捕の数量

が、漁業法（昭和24年法律第267号）第16条第 1 項の規定により

定めた知事管理漁獲可能量の期間別（令和 7年10月 1 日から同年

12月31日まで）の数量を超えているため、同法第33条第 2項第 1

号の規定に基づき、令和 7年12月27日から同月31日までの間、く

ろまぐろの漁船漁業による採捕の停止を命ずる。

令和 7年12月26日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第 1号の 2

くろまぐろ（30キログラム以上の大型魚に限る。以下同じ。）

の漁船漁業による採捕の数量が、漁業法（昭和24年法律第267

号）第16条第 1項の規定により定めた知事管理漁獲可能量の期間

別（令和 8年 1月 1日から同年 3月31日まで）の数量を超えるお

それが著しく大きいため、同法第33条第 2項第 1号の規定に基づ

き、令和 8年 1月 7日から同年 3月31日までの間、くろまぐろの

漁船漁業による採捕の停止を命ずる。

令和 8年 1月 6日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第 1号の 3

令和 7 年 3 月高知県告示第217号（令和 7 管理年度における知

事管理漁獲可能量の定め（するめいか、くろまぐろ及びぶり））

の一部を次のように改正する。

令和 8年 1月 6日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

2 中「93.9トン」を「97.3トン」に改め、 2 の( 1 )のウ中

「4.780トン」を「6.312トン」に改め、 2の( 1 )のエ中「15.698

トン」を「16.085トン」に改め、 2 の( 2 )中「6.817トン」を

「6.868トン」に改め、 2 の( 3 )のイ中「4.481トン」を「4.667

トン」に改め、 2の( 3 )のウ中「22.394トン」を「20.758トン」

に改め、 2の( 3 )のエ中「16.363トン」を「19.243トン」に改め

る。

3 の( 1 )のウ中「2.503トン」を「5.276トン」に改め、 3 の

( 1 )のエ中「7.730トン」を「4.957トン」に改め、 3の( 2 )のウ

中「0.767トン」を「2.180トン」に改め、 3 の( 2 )のエ中

「4.540トン」を「3.127トン」に改める。

高知県告示第17号

令和 7年11月農林水産省告示第1673号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を津野町役場に掲示するととも

に、次のとおりその要旨を告示する。

令和 8年 1月20日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

愛媛県松山市北土居町177番地 1

イ　氏名

谷脇　義孝

( 2 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡津野町船戸1560番地

イ　氏名

松岡　悦子

( 3 )ア　登記簿記載の住所

高知県香南市野市町みどり野二丁目86番地

イ　氏名

吉村　聡

( 4 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡津野町船戸4300番地ロ

イ　氏名

河内五社神社

( 5 )ア　登記簿記載の住所

愛媛県東宇和郡野村町大字阿下 5番耕地324番地

イ　氏名

鈴木　衛

( 6 )ア　登記簿記載の住所
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愛媛県東宇和郡野村町大字阿下 5番耕地324番地

イ　氏名

鈴木　ヒデ子

( 7 )ア　登記簿記載の住所

高知県高岡郡津野町船戸4978番地

イ　氏名

松岡　民雄

( 8 )ア　登記簿記載の住所

東京都品川区大井鮫洲町108番地

イ　氏名

笹岡　文男

( 9 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡東津野村船戸4972番地 1

イ　氏名

松岡　繁美

(10)ア　登記簿記載の住所

大阪府門真市大字岸和田65番地（ 4棟306号）

イ　氏名

古味　政男

(11)ア　登記簿記載の住所

高岡郡津野町船戸1640番地

イ　氏名

戸田　いくを

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

高岡郡津野町船戸字井ノ畝4030の 1 、4030の 2 、4030の 4

から4030の11まで、字稲葉山4034の 1 から4034の 4 まで、字

柿ノ木ノ平4448の 2 、4448の 3 、字寺ケ谷4031、4033の 1 、

字西ノ峯4450、4452の 1 、4453、字大巳家4026の 4 、4026の

9 、4026の10、字馬場山4025の 5 ・4025の 9 から4025の11ま

で・4025の35から4025の37まで・4025の73（以上 8筆につい

て、次の図に示す部分に限る。）、4025の 1 、4025の 2 、

4025の 3 （国有林）、4025の 6 から4025の 8 まで、4025の12

から4025の27まで、4025の29、4025の30、4025の32、4025の

34、4025の72、4025の76から4025の78まで（以上 3 筆国有

林）、4025の82、字廣藏谷4058

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第18号

令和 7年11月農林水産省告示第1680号で告示した指定施業要件

の変更に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する通知の内容を檮原町役場に掲示するととも

に、次のとおりその要旨を告示する。

令和 8年 1月20日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙4106番地

イ　氏名

杉本　智

( 2 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町下西の川 7番地

イ　氏名

中越　武誌

( 3 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙4090番地

イ　氏名

中越　武誌

( 4 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡四万十町大正668番地 6

イ　氏名

中越　敏博

( 5 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙1946番地

イ　氏名

西川　治男

( 6 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙2135番地イ

イ　氏名

中平　幸太郎

( 7 )ア　登記簿記載の住所

大阪府高槻市安岡寺町一丁目64番19号

イ　氏名

上田　敏明

( 8 )ア　登記簿記載の住所

愛媛県西予市城川町川津南 3番耕地198番地 2

イ　氏名

吉門　榮

( 9 )ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原丙1983番地

イ　氏名

西村　直恵

(10)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原514番屋敷

イ　氏名

西川　初吾

(11)ア　登記簿記載の住所

高知市南元町18番地

イ　氏名

西村　正

(12)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町東向105番地

イ　氏名

西村　愛子

(13)ア　登記簿記載の住所

高知市神田873番地 1県職員住宅

イ　氏名

西村　正

(14)ア　登記簿記載の住所

高知市神田873番地 1県職員住宅

イ　氏名

西村　茂子

(15)ア　登記簿記載の住所

高知市神田873番地 1県職員住宅

イ　氏名

西村　卓巳

(16)ア　登記簿記載の住所

高知市神田873番地 1県職員住宅

イ　氏名

西村　珠央

(17)ア　登記簿記載の住所

高知市神田873番地 1県職員住宅

イ　氏名

西村　岳史

(18)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町上成1446番地

イ　氏名

中越　岩雄

(19)ア　登記簿記載の住所

高岡郡西津野村梼原丙2745番地

イ　氏名

森山　仲次

(20)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙2593番地

イ　氏名

森田　定梅

(21)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙2742番地

イ　氏名

川越　宗十

(22)ア　登記簿記載の住所
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高岡郡檮原村梼原丙2745番地

イ　氏名

森山　丑之助

(23)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原丙2754番地

イ　氏名

松山　丑之助

(24)ア　登記簿記載の住所

大阪市鶴見区中茶屋一丁目13番34号

イ　氏名

中岡　貴博

(25)ア　登記簿記載の住所

高知市北本町四丁目 1番17号

イ　氏名

西村　俊彦

(26)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町上成1500番地

イ　氏名

森山　丑之助

(27)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原丙2743番地

イ　氏名

吉田　保恵

(28)ア　登記簿記載の住所

愛媛県宇和島市丸之内 1番地内194番

イ　氏名

吉田　保恵

(29)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町上本村18番地

イ　氏名

中越　睦子

(30)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原丙2053番地

イ　氏名

立道　益代

(31)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙1983番地

イ　氏名

西村　照美

(32)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙2743番地

イ　氏名

森山　馬三郎

(33)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原648番屋敷

イ　氏名

中岡　吉一

(34)ア　登記簿記載の住所

高岡郡西津野村梼原丙2813番地

イ　氏名

西村　百次

(35)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原563番屋敷

イ　氏名

高橋　勇三郎

(36)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙2805番地

イ　氏名

西村　元吉

(37)ア　登記簿記載の住所

須崎市浦ノ内下中山160番地

イ　氏名

中越　靖

(38)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原東2281番地 5

イ　氏名

松田　恵喜

(39)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原己3838番地

イ　氏名

松田　寿一

(40)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙3841番地 1

イ　氏名

松田　繁

(41)ア　登記簿記載の住所

高岡郡津野町芳生野甲17番地

イ　氏名

森光　勘介

(42)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙3932番地 2

イ　氏名

西村　頼光

(43)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙3933番地

イ　氏名

中越　勝久

(44)ア　登記簿記載の住所

奈良県奈良市南新町四条町148番地 2

イ　氏名

西内　則夫

(45)ア　登記簿記載の住所

高知市神田207番地

イ　氏名

吉村　憲幸

(46)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原乙4070番地

イ　氏名

中平　和明

(47)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙3215番地

イ　氏名

中越　順市

(48)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原乙4258番地

イ　氏名

吉岡　シゲオ

(49)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原町梼原乙4258番地

イ　氏名

吉岡　シゲオ

(50)ア　登記簿記載の住所

高岡郡檮原村梼原丙1036番地

イ　氏名

上川　秋男

(51)ア　登記簿記載の住所

高知市万々379番地

イ　氏名

西村　正

(52)ア　登記簿記載の住所

徳島市大和町一丁目 4番28号

イ　氏名

内野　洋平

2　保安林の指定施業要件を変更する通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

高岡郡檮原町下西の川477、478、966から970まで、973の

1 、973の 2 （国有林）、987の 2 、988の 2 、989から999ま

で、宮野々846、848、861、862、865、867から878まで、880

から887まで、890、891、894から896まで、901、上成1744か

ら1746まで、1748、1750から1752まで、1753の 1 、1753の

2 、1763から1773まで、1778から1784まで、1786から1790ま

で、1792から1797まで、1799から1804まで、1805の 1 から

1805の 3 まで、1806から1816まで、1818、1821から1823ま

で、1825、1827、1828、1831、1832、1834、1860、1871から

1875まで、1877、2401、2570から2572まで、上西の川 1から
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4 まで、12の 1 、12の 2 （国有林）、13、21の 1 、21の 2

（国有林）、60から64まで、66、68、69、72、74、75の 1 、

77、79、154から156まで、177から192まで、194の 1 、196、

197、199の 1 、199の 4 、200の 1 、200の 3 、200の 4 、201

の 1 、201の 3 、202、203の 1 、204の 1 、204の 3 、204の

4 、209、341の 1 、343の 1 、343の 2 、344から348まで、

353、355から358まで、362から364まで、368、379から386ま

で、410から412まで、418から420まで、432から434まで、

445、449から453まで、455、459から461まで、469、474、

476、477、478の 1 、478の 2 、480から485まで、487から493

まで、603から605まで、608から610まで、612、613、615、

623、624、643、645から655まで、657から660まで、662、

664

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第19号

土地収用法（昭和26年法律第219号）第34条の 3 の規定によ

り、次のとおり収用又は使用の手続の開始を告示する。

令和 8年 1月20日

高知県知事　濵田　省司

1　起業者の名称

国土交通大臣

2　事業の種類

一般国道55号改築工事（阿南安芸自動車道「安芸道路」）

3　手続が開始される土地

( 1 )　収用の手続が開始される土地

安芸市西浜字十六代畝先地内

( 2 )　使用の手続が開始される土地

安芸市西浜字十六代畝先地内

4　手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

安芸市役所

高知県告示第20号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、令和 8年 1月20日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 8年 1月20日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　439号

3 　道路の区域

高知県告示第21号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、令和 8年 1月20日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 8年 1月20日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　大野見葉山

3　道路の区域

高知県告示第22号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

　その関係図面は、令和 8年 1月20日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　令和 8年 1月20日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　大野見葉山

3　道路の区域

教 育 委 員 会 告 示

高知県教育委員会告示第 1号

博物館法（昭和26年法律第285号）第11条の規定により、令和

8年 1月15日に次の博物館を登録した。

令和 8年 1月20日

高知県教育長　今城　純子

高知県教育委員会告示第 2号

平成 6年 4月高知県教育委員会告示第 2号（博物館の登録）の

一部を次のように改正する。

令和 8年 1月20日

高知県教育長　今城　純子

表中高知県立歴史民俗資料館の項及び高知県立美術館の項を削

る。

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第 1号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第144条の 2第 5項の規定

に基づき、令和 8年 1月18日執行予定の高知県議会議員補欠選挙

における候補者が同条第 1 項のポスター掲示場に同法第143条第

1項第 5号のポスターを掲示することができる最初の日を次のと

おり定めた。

令和 8年 1月 8日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県議会議員補欠選挙の選挙の期日を告示する日

高知県選挙管理委員会告示第 2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 1項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 1項の規

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

吾川郡仁淀川町田村

字ヲキヤシキノマヱ

238番 1 から

吾川郡仁淀川町田村

字クボコヤシ186番

4 まで

〜 150前

〜 150後

9.5

10.5

10.4

14.8

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡津野町白石字

下タナロ甲1448番 1

〜 10前

〜 10後

4.4

6.3

8.8

11.6

供 用 開 始 区 間 延　　　　長 供用開始年月日

（メートル）

10
令和 8年 1月20

日

高岡郡津野町白石字下タナ

ロ甲1448番 1

設置者の

名称

高知県

高知県

設置者の住所

高知市丸ノ内一

丁目 2番20号

高知市丸ノ内一

丁目 2番20号

博物館の名称

高知県立美術

館

高知県立歴史

民俗資料館

博物館の所在地

高知市高須353

番地 2

南国市岡豊町八

幡1099番地 1
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定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の 1の数は、11,336人である。

令和 8年 1月 8日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第 3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第81条第 1項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 1項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第 8 条第 1 項の規定に基づく高知県教育委員

会の教育長又は委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者

の総数のうち、40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数と40万

に 3 分の 1 を乗じて得た数とを合算して得た数は、161,134人で

ある。

令和 8年 1月 8日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第 4号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

選挙権を有する者の総数の 3分の 1の数は、次のとおりである。

令和 8年 1月 8日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,408人

室戸市・東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 3,956人

安芸市・芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,515人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,784人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,168人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,402人

宿毛市・大月町・三原村選挙区　　　　　　　　　　 6,955人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 3,416人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,939人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,068人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,969人

奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村選挙区　 2,749人

長岡郡・土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 2,875人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,347人

中土佐町・檮原町・津野町・四万十町選挙区　　　 　8,395人

佐川町・越知町・日高村選挙区　　　　　　　　　　 6,131人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,862人

高知県選挙管理委員会告示第 5号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第34条第 1 項の規定によ

り、高知県議会議員補欠選挙を次のとおり執行する。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

1　選挙区

土佐清水市選挙区

2　選挙の期日

令和 8年 1月18日

3 　選挙すべき人数

1人

高知県選挙管理委員会告示第 6号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75条第 3 項及び公職選

挙法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第 1項の規定により、

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙の選挙長及び選

挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合においてその職務を

代理すべき者を次のとおり選任した。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

1　土佐清水市選挙区選挙長

土佐清水市　次田　郁夫

2　土佐清水市選挙区選挙長職務代理者

高知市　小笠原　一眞

高知県選挙管理委員会告示第 7号

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における高知

県選挙管理委員会の事務を行う場所を次のとおり定めた。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

事務を行う場所

高知市丸ノ内一丁目 2番20号高知県庁 3階高知県選挙管理委

員会室。ただし、令和 8年 1月 9日午前 8時30分から午前 9時

30分までの間は土佐清水市天神町11番 2 号土佐清水市役所 2階

第一会議室とし、同日午前 9時30分から午後 5時までの間は同

所土佐清水市役所 1 階土佐清水市選挙管理委員会事務局とす

る。

高知県選挙管理委員会告示第 8号

選挙公報の発行に関する条例（昭和41年高知県条例第47号）第

4条第 2項の規定により、令和 8年 1月18日執行の高知県議会議

員補欠選挙において発行する選挙公報の掲載文の掲載順序を決定

するためのくじを行う日時及び場所を次のとおり定めた。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

1　日時

令和 8年 1月 9日　午後 5時30分

2 　場所

土佐清水市天神町11番 2 号　土佐清水市役所 1階　土佐清水

市選挙管理委員会事務局

高知県選挙管理委員会告示第 9号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第77条第 1 項の規定によ

り、令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における選

挙会の日時及び場所を次のとおり定めた。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

1　日時

令和 8年 1月20日　午後 2時

2　場所

土佐清水市天神町11番15号　土佐清水市立中央公民館

高知県選挙管理委員会告示第10号

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における公職

選挙法（昭和25年法律第100号）第194条第 1項及び公職選挙法施

行令（昭和25年政令第89号）第127条第 1 項の規定による選挙運

動に関する支出金額の制限額は、次のとおりである。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

選挙運動に関する支出金額の制限額

4,750,500円

高知県選挙管理委員会告示第11号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第45条第 2 項の規定によ

り、令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における投

票用紙の色を次のとおり定めた。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

投票用紙の色

白色の紙に黒色のインクで印刷したもの

高知県選挙管理委員会告示第12号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第79条第 2 項の規定によ

り、令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における開

票の事務と選挙会の事務とは、併せて行わないこととする。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高 知 県 議 会 議 員

補 欠 選 挙

土佐清水市選挙区

選 挙 長 告 示

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 1号

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における高知

県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長の告示は、高知県公

報に登載して行うものとする。ただし、急を要するときは、土佐

清水市天神町11番 2 号土佐清水市役所の掲示板に掲示して行うも

のとする。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長

次田　郁夫
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高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 2号

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における高知

県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長の事務所は、土佐清

水市天神町11番 2 号土佐清水市役所 1階土佐清水市選挙管理委員

会事務局に置く。ただし、同月 9日午前 9時30分までは、同所土

佐清水市役所 2階第一会議室に置く。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長

次田　郁夫

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 3号

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における高知

県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区の立候補の届出の受付要領

を次のとおり定めた。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長

次田　郁夫

1　選挙の期日の告示の日の午前 8時30分までに高知県議会議員

補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長の事務所の立候補受付係に到

着した者が 2人以上ある場合については、くじにより受付順位

を決定する。

2　前記 1のくじに先立ち、午前 8時30分にくじを引く順序を決

めるくじを行う。

3　午前 8時30分後に到着した者については、到着順に受付を行

う。

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長告示第 4号

令和 8年 1月18日執行の高知県議会議員補欠選挙における高知

県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区の選挙会に立会すべき選挙

立会人の届出が10人を超えるとき又は同一の政党その他の政治団

体に属する候補者の届出に係る者が 3人以上あるときにおいて、

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において読み替えて

準用する同法第62条第 2項、第 4項又は第 5項の規定によるくじ

を行う日時及び場所を次のとおり定めた。

令和 8年 1月 9日（掲示済）

高知県議会議員補欠選挙土佐清水市選挙区選挙長

次田　郁夫

1　日時

令和 8年 1月16日　午前10時

2 　場所

土佐清水市天神町11番 2 号　土佐清水市役所 1階　土佐清水

市選挙管理委員会事務局
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